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問　

野
町
の
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
に
業
務
が
移
管
さ
れ
て

20
年
も
経
つ
の
に
、
今
頃
条

例
を
廃
止
す
る
の
は
な
ぜ
か
。

答　

起
債
の
関
係
等
で
す
ぐ

に
廃
止
で
き
な
か
っ
た
。

問　

現
状
は
ど
う
な
っ
て
い

る
の
か
。

答　

本
庁
の
北
別
館
と
し
て
、

職
員
の
福
利
厚
生
施
設
等
と

し
て
使
っ
て
い
る
。

３
月
議
会
ト
ピ
ッ
ク
ス

　

今
議
会
で
は
、
介
護
保
険

料
を
値
上
げ
す
る
条
例
改
正

に
つ
い
て
、
議
論
が
集
中
し

ま
し
た
。

議
案
第
7
号

筑
後
市
介
護
保
険
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に

つ
い
て

（
賛
成
４　

継
続
審
査
否
決
）

（
賛
成
４　

修
正
案
否
決
）

（
賛
成
14　

原
案
可
決
）

　

平
成
24
年
か
ら
平
成
26
年

ま
で
の
３
年
間
の
介
護
保
険

議
案
第
23
号

平
成
24
年
度
筑
後
市
地
方
独

立
行
政
法
人
筑
後
市
立
病
院

貸
付
特
別
会
計
予
算

（
賛
成
17　

原
案
可
決
）

問　

地
方
独
立
行
政
法
人
に

移
行
し
て
１
年
が
経
過
し
た
。

ど
う
変
わ
っ
た
の
か
。

答　

ボ
ー
ナ
ス
の
支
給
を
業

務
実
績
に
よ
り
、
増
減
す
る

よ
う
に
す
る
。
医
師
の
モ
テ

ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
る
た
め

の
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
制
度

の
導
入
も
考
え
て
い
る
。

問　

医
師
が
変
わ
る
と
、
そ

れ
ま
で
使
っ
て
い
た
医
療
機

械
が
使
わ
れ
な
く
な
る
と
い

う
こ
と
も
過
去
に
は
あ
っ
た
。

今
後
は
病
院
か
ら
機
器
購
入

の
要
請
が
あ
っ
て
も
厳
し
く

査
定
す
る
よ
う
、
要
望
す
る
。

議
案
第
25
号

筑
後
市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

設
置
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

制
定
に
つ
い
て

（
全
員
賛
成　

原
案
可
決
）

議
案
第
２
号

筑
後
市
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
全
員
賛
成　

原
案
可
決
）

問　

被
災
地
へ
の
職
員
派
遣

は
こ
れ
ま
で
は
短
期
間
だ
っ

た
が
、
今
回
は
長
期
に
な
る

の
か
。

答　

福
島
県
の
町
か
ら
6
か

月
の
要
請
が
あ
っ
て
い
る
。

技
術
職
2
名
を
3
か
月
交
代

で
派
遣
す
る
。
そ
の
た
め
の

単
身
赴
任
手
当
を
設
け
る
。

問　

こ
の
条
例
改
正
に
は
55

歳
以
上
の
管
理
職
の
給
与
の

引
き
下
げ
が
含
ま
れ
て
い
る
。

削
減
効
果
は
１
０
０
万
円
弱

し
か
な
い
。「
国
に
準
じ
て
」

と
い
う
が
、
実
施
し
な
い
と

ペ
ナ
ル
テ
ィ
が
あ
る
の
か
。

答　

ペ
ナ
ル
テ
ィ
は
な
い
が
、

こ
れ
ま
で
国
に
準
じ
て
改
正

し
て
き
た
。
高
齢
層
が
民
間

に
比
較
し
て
高
い
と
い
う
判

断
を
し
た
も
の
。

料
を
定
め
る
も
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
筑
後
市
の
介
護
保

険
料
基
準
額
は
県
内
最
低

の
３
，
６
０
０
円
で
し
た

が
、
今
回
は
35
％
増
の
４
，

８
６
０
円
が
提
案
さ
れ
ま
し

た
。

　

所
管
の
厚
生
委
員
会
で
は
、

い
っ
た
ん
「
継
続
審
査
」
と

な
っ
た
も
の
の
、
本
会
議
で

否
決
さ
れ
た
た
め
、
厚
生
委

員
会
に
差
し
戻
さ
れ
ま
し
た
。

　

厚
生
委
員
会
で
は
一
部
修

正
案
が
提
案
さ
れ
、
賛
成
多

数
で
可
決
し
ま
し
た
が
、
こ

の
修
正
案
は
本
会
議
で
否
決

さ
れ
、
原
案
が
可
決
成
立
し

ま
し
た
。

　

継
続
審
査
反
対
討
論

　

今
議
会
で
議
決
し
な
け
れ

ば
、
必
要
な
収
入
が
見
込
め

な
く
な
り
、
4
月
か
ら
の
介

護
保
険
事
業
の
運
営
に
支
障

を
き
た
す
こ
と
に
な
る
。
今

議
会
で
の
議
決
が
必
要
で
あ

り
、
継
続
審
査
に
反
対
す
る
。

介護保険料基準額、 ２４年度から４，８６０円へ！
平成24年

３月定例会
3月2日〜23日

総事業費抑制のため 介護予防事業の推進が急務

　このグラフは、各所得段階ごとの、現在の保険料額に対する引き上げ額を示しています。
　修正案では第 3段階の保険料が、原案より引き下げられます。一方、修正案では年間所得が 300 万円を
超えると、原案より保険料の引き上げ額が高くなります。

原案に対する賛成討論　修正案は第３段階を以前と同様、基準額の 0.6 にするものだが「第 4段階との差が
大きい」という市民からの苦情も多かった。国の基準は 0.75 であり、原案でも充分低所得者に配慮している。
また、修正案は基準額以上に徴収される方の範囲を広げるもの。介護保険制度は保険料だけではなく、税で
も賄われている。一定以上の所得のある方は税負担も重いわけで、修正案は所得階層ごとのバランスに配慮
を欠く。原案に賛成する。
修正案に対する賛成討論　低所得層への配慮という意味で、第 3段階を現状の 0.6 に据え置くことは妥当で
ある。一定以上の所得のある方には、一層の保険料負担を求めることとなるが、八女市では年間所得 300万
円超が 1.75。みやま市では 2.0 を課す所得階層を 400 万円超と設定されている。修正案は一定以上の所得
のある方にも理解を得られるものと思う。修正案は基準額そのものに変更はなく、保険料収入総額も確保さ
れることから修正案に賛成する。

原案と修正案を、現在の保険料から増加する額で比較（表の着色部分が修正箇所）  単位 円（月額）

段階（合計所得金額） 第1段階 第2段階 第3段階 特例
第4段階 第4段階 第5段階

(〜190万)
第6-1段階
(190万〜300万)

第6-2段階
(300万〜400万)

第7段階
(400万〜600万)

第8段階
(600万〜)

増加額（原　案） 630 630 999 1,017 1,260 1,575 1,890 2,745 3,960

割　合（原　案） 0.50 0.50 0.65 0.95 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00

増加額（修正案） 630 630 756 1,017 1,260 1,575 1,890 3,105 3,960 3,960

割　合（修正案） 0.50 0.50 0.60 0.95 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.00


